
屋外広告物許可基準　（令和元年7月1日受付分より適用、下線部分が今回の変更部分です） ver.30.12

景観重点地区 西山・山麓景観区域 市街地景観区域 住工景観区域 工業景観区域 河川軸 旧街道軸 沿道軸①②

・周辺の景観を阻害しないよう配慮する。特に、河川などの視界が開けた場所からの眺望景観を阻害しないよう十分留意する。

・地色を低彩度にする、支柱などの部分を低彩度にするなど、周辺の景観との調和に配慮し、過度に刺激が強く、けばけばしいものとならないようにする。

　すべての広告物 　※支柱などの部分の色彩基準は、工作物の色彩基準に準じます。

　（掲出期間30日以内のものを除く） ・周辺の屋外広告物や設置する建物等の壁面などの色彩との調和に配慮し、過度に多くの色彩が氾濫しないよう配慮する。

・地色の彩度が8を超えないこと（表示面の1/2（市街化調整区域、風致地区は1/4）以内の部分、表示面積が1㎡以下のものはこの限りでない）

・光源の点滅速度がゆるやかなものであること（市街化調整区域、風致地区は照明が淡色か白色で、光源の点滅、動光、映像を伴わないこと）

　（西山天王山駅地区計画区域は光源の点滅、動光、映像を伴わないこと）

・光源の点滅、動光、映像を伴わないこと ・光源の点滅、動光、映像を

　 　伴わないこと

・高さ＝2m以下

（１）路上広告塔 ・幅＝高さの1/3以下

・見通しや通行を妨げない位置、高さに設置する、複数設置する場合は集合化するなど、建物等のデザインや、周囲の景観と調和するよう工夫する。

・高さが設置建物等の高さの1/3以下

（２）屋上広告塔 ・幅＝高さの1/3以下

・永久構造物

　（西山天王山駅地区計画区域は設置禁止）

・一面当たり2㎡以下 ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり15㎡以下 ・上端の高さが地上から ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり10㎡以下

・上端の高さは設置建築物等 ・上端の高さは設置建築物等 ・上端の高さが地上から 　 市街化調整区域：10m以下 ・上端の高さは設置建築物等の各部の高さを超えない ・上端の高さは設置建築物等

　の各部の高さを超えない 　の各部の高さを超えない 　 市街化調整区域、第1種低層 　 第2種高度地区：20m以下 ・上端の高さが地上から 　の各部の高さを超えない

・上端の高さが地上から ・上端の高さが地上から 　 地域　　　　　：10m以下 　 その他の地域：30m以下 　 第1種低層地域：10m以下 ・上端の高さが地上から

　 市街化調整区域、第1種低層 　 市街化調整区域、第1種低層 　 第1種高度地区：15m以下 　 第1種高度地区：15m以下 　 市街化調整区域、第1種低層

　 地域、風致地区：10m以下 　 地域、風致地区：10m以下 　 第2種高度地区：20m以下 　 第2種高度地区：20m以下 　 地域、風致地区：10m以下

　 第1種高度地区：15m以下 　 第1種高度地区：15m以下 　 その他の地域：30m以下 　 その他の地域：30m以下 　 第1種高度地区：15m以下

　 その他の地域：30m以下 　 第2種高度地区：20m以下 　 第2種高度地区：20m以下

　 その他の地域：30m以下

・幅＝高さの1/3以下

（３）一般広告塔 ・信号のある交差点から20m以上離れた箇所に設置（向日町警察署との協議書等があれば、20m以内でも設置可）

・見通しや通行を妨げない位置、高さに設置する、複数設置する場合は集合化するなど、建物等のデザインや、周囲の景観と調和するよう工夫する。

・一面当たり2㎡以下 ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり10㎡以下 ・一面当たり20㎡以下 ・一面当たり20㎡（市街化 ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり10㎡以下

・高さが地上から4m以下 ・高さが地上から6m以下 ・高さが地上から10m以下 ・高さが地上から15m以下 　調整区域は10㎡）以下 ・高さが地上から6m以下 ・高さが地上から10m以下

　（西山天王山駅地区計画区域は1基 　（木造は地上から10m以下） ・高さが地上から20m（市 　（西山天王山駅地区計画区域は1基につき10㎡以下、高さ6m以下） 　（西山天王山駅地区計画区域は1基

　につき10㎡以下、高さ6m以下） 　街化調整区域は10m）以 　につき10㎡以下、高さ6m以下）

　下）

　（木造は地上から10m以下）

・長さが設置壁面の同一方向の長さを超えない

（１）壁面に直接設置 ・道路上に突出しない

　　　するもの ・同一壁面に同一内容は、１個

　　　（直描を含む） ・複数設置する場合は設置位置や大きさをそろえる、箱文字表示にして壁面になじませるなど、設置建物等のデザインと一体感を持たせるよう工夫する。

・同一面の屋上広告物との合 ・同一面の屋上広告物との合 ・同一面の屋上広告物との合 ・同一面の屋上広告物との合計が設置壁面面積の1/3（市街 ・同一面の屋上広告物との合計が設置壁面面積の1/5以下、 ・同一面の屋上広告物との合

　計が設置壁面面積の1/5以 　計が設置壁面面積の1/5以 　計が設置壁面面積の1/4 　化調整区域は1/5）以下 　かつ20㎡以下 　計が設置壁面面積の1/4

　下、かつ10㎡以下 　下、かつ20㎡以下 　（市街化調整区域は1/5） 　（市街化調整区域、風致地

　以下 　区は1/5）以下、かつ40㎡

　（西山天王山駅地区計画区域は1/5 　以下

　以下、かつ20㎡以下） 　（西山天王山駅地区計画区域は1/5

　以下、かつ20㎡以下）

・長さが設置壁面の同一方向の長さを超えない

（２）突出しで、 ・道路上に突出しない

　　　広告面が壁面と ・同一壁面に同一内容は、１個

　　　平行なもの ・複数設置する場合は整理、集合化する、近隣の建物の突出した軒下広告物と設置位置や突出幅をそろえるなど、設置建物等のデザインや、周囲の景観と調和するよう工夫する。

・設置壁面面積の1/5以下、 ・設置壁面面積の1/5以下、 ・設置壁面面積の1/4（市街 ・設置壁面面積の1/3（市街化調整区域は1/5）以下、かつ ・設置壁面面積の1/5以下、 ・設置壁面面積の1/4（市街

　かつ10㎡以下 　かつ20㎡以下 　化調整区域は1/5）以下、 　20㎡以下 　かつ20㎡以下 　化調整区域、風致地区は

　かつ20㎡以下 　1/5）以下、かつ20㎡以下

・設置壁面から垂直方向に１ｍ以上突出しない

（３）突出しで、 ・道路上に突出しない

　　　広告面が壁面と ・同一壁面に同一内容は、１個

　　　直角なもの ・複数設置する場合は整理、集合化する、近隣の建物の突出した軒下広告物と設置位置や突出幅をそろえるなど、設置建物等のデザインや、周囲の景観と調和するよう工夫する。

　（西山天王山駅地区計画区域は地上からの高さが6m以下）

・設置壁面面積の1/5以下、かつ10㎡（市街化調整区域、 ・設置壁面面積の1/4以下、 ・10㎡（市街化調整区域は5㎡）以下 ・設置壁面面積の1/5以下、かつ10㎡以下 ・設置壁面面積の1/4以下、

　風致地区は5㎡）以下 　かつ10㎡（市街化調整区域 　かつ10㎡（市街化調整区

　は5㎡）以下 　域、風致地区は5㎡）以下
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景観重点地区 西山・山麓景観区域 市街地景観区域 住工景観区域 工業景観区域 河川軸 旧街道軸 沿道軸①②

・縦＝3m以下

（１）洋風屋根に設置 ・横＝屋根幅の2/3以下

　　　するもの ・永久構造物

・屋根面に直描しない

　（西山天王山駅地区計画区域は設置禁止）

・一面当たり2㎡以下 ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり15㎡以下 ・上端の高さが ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり10㎡以下

・上端の高さは設置建築物等 ・上端の高さは設置建築物等 ・上端の高さが 　 市街化調整区域、第1種低層地域：10m以下 ・上端の高さは設置建築物等の各部の高さを超えない ・上端の高さは設置建築物等

　の各部の高さを超えない 　の各部の高さを超えない 　 市街化調整区域、第1種低層 　 第2種高度地区　　　　　　　　：20m以下 ・上端の高さが 　の各部の高さを超えない

・上端の高さが ・上端の高さが 　 地域　　　　　：10m以下 　 第1種低層地域：10m以下 ・上端の高さが

　 市街化調整区域、第1種低層 　 市街化調整区域、第1種低層 　 第1種高度地区：15m以下 　 第1種高度地区：15m以下 　 市街化調整区域、第1種低層

　 地域、風致地区：10m以下 　 地域、風致地区：10m以下 　 第2種高度地区：20m以下 　 第2種高度地区：20m以下 　 地域、風致地区：10m以下

　 第1種高度地区：15m以下 　 第1種高度地区：15m以下 　 第1種高度地区：15m以下

　 第2種高度地区：20m以下 　 第2種高度地区：20m以下

・縦＝2m以下

（２）和風屋根に設置 ・横＝屋根幅の2/3以下

　　　するもの ・上端が大棟の高さを超えないこと

・永久構造物

・屋根面に直描しない

　（西山天王山駅地区計画区域内は設置禁止）

・一面当たり2㎡以下 ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり15㎡以下 ・一面当たり5㎡以下 ・一面当たり10㎡以下

・縦＝2m以下

　立看板 ・横＝1m以下

・高さが30cmの脚を有すること

・掲出期間は3月以内

・道路上に設置しない

・見通しや通行を妨げない位置、高さに設置する、複数設置する場合は集合化するなど、建物等のデザインや、周囲の景観と調和するよう工夫する。

・著しい変形でないこと

　建植広告物 ・上下2段以上の複合でないこと

・見通しや通行を妨げない位置、高さに設置する、複数設置する場合は集合化するなど、建物等のデザインや、周囲の景観と調和するよう工夫する。

・2㎡以内 ・5㎡以内 ・15㎡（市街化調整区域は ・20㎡（市街化調整区域は10㎡）以内 ・5㎡以内 ・15㎡（市街化調整区域、

・上端が地上から4m以下 ・上端が地上から6m以下 　10㎡）以内 ・上端が地上から6m以下 ・上端が地上から6m以下 　風致致地区は10㎡）以内

　（西山天王山駅地区計画区域は5㎡ 　（西山天王山駅地区計画区域は5㎡

　以内） 　以内）

・上端が地上から6m以下 ・上端が地上から6m以下

・へい垣面積の1/3（市街化調整区域、風致地区は1/5）以下

・上端の高さが、へい垣の高さを超えないこと

・２個以上並べて設置するときはその上端が同一の高さのものであること

・へい垣面に直描しない

・複数設置する場合は設置位置や大きさをそろえる、箱文字表示にして壁面になじませるなど、へい垣等のデザインと一体感を持たせるよう工夫する。

・縦＝2m以下

　アーチ広告物 ・設置場所は、繁華街その他これに準ずる地域内

・気球は球型で直径3m以下

・綱の長さは45m以下

・ネット面に広告物を設置すること

・補助綱を用いること

・縦＝1m以下

・設置場所は、繁華街その他これに準ずる地域内

・幅＝1.5m以下

　幕広告 ・長さ＝11m以下

・幕は布地を用いること

・1㎡以内

　はり紙 ・一辺1m以下

・掲出期間は30日以内

・著しい変型でないこと

・各広告物の許可基準との均衡を考慮して市長が適当と認めるもの

※のぼり、スタンド看板（その他の広告物）の許可基準は、立看板に準じます。 お問合せ先：長岡京市建設交通部都市計画課（075-955-9521）

※車両広告の許可申請については、京都府建設交通部都市計画課（075-414-5328）まで。 　　　　　　www.city.nagaokakyo.lg.jp（事業者向け ⇒ 景観 ⇒ 屋外広告物）

　気球広告物

　へい垣広告物

　横断幕
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　その他の広告物
　（上記のいずれにも属さないもの）


